測量・建設コンサルタントの入札参加資格を登録されている皆様へ
令和７年３月
大阪府都市整備部


令和７年度　建設コンサルタント業務における条件付一般競争入札
（実績申告型）の取組方針について
　
都市整備部（住宅建築局を除く。以下同じ。）では、平成24年度から一般競争入札（電子入札）の一部の案件で実施している「大阪府都市整備部（住宅建築局を除く。）条件付き一般競争入札（実績申告型）」（以下「実績申告型」という。）について、以下のとおり継続して運用します。
なお、詳細については、業務案件毎に公告時に配布される実績申告書作成要領等を熟読願います。

１．実績申告型の概要
　　実績申告型とは、入札参加資格に定める「評価基準点」以上の申告点を有する入札参加者間で価格競争を行い、落札候補者を決定する方式です。

２．対象業務
　　実績申告型の対象とする業務は、一定の技術力を必要とし、入札参加者に対して企業の実績などを求める業務とします。

３．実績申告型の手続きフロー
約１ヶ月
落札者の決定
公　　告
入札参加申請受付
実績申告書資料
開　　札
事　後　審　査
・落札候補者のみ「実績申告書」一式を提出
・落札候補者が申告した評価点（申告点）の確認
・評価点（申告点）の合計が評価基準点を上回っていることの確認等
入　札
・「実績申告書表紙」及び「実績申告書一覧表」を提出







※「実績申告書」は、業務案件毎に電子入札公告と併せて交付する「実績申告書作成要領」に基づき作成します。





４．実績申告型における審査
（１）評価基準点（技術力評価基準点）
「評価基準点」は、当該業務の入札参加条件の一つとして大阪府で示す基準となる点であり、案件ごとに電子入札公告にて定めます。
なお、技術力評価基準点を設け、全体の評価に加えて、技術力の評価も併せて行います。

（２）実績評価基準
「実績評価基準」は案件ごとに実績申告書作成要領を定めます。
「実績評価基準」の各項目の合計点に対して定める「評価基準点」及び「技術力評価基準点」に対して、各々それ以上の実績がある者が、入札に参加できることとなります。




[bookmark: _Hlk193826495]
実績評価基準
	分類
	評価項目
	評価内容
	評価基準
	点数

	企業の技術力
	優良表彰
受賞
	都市整備部又は大阪港湾局（※５）における過去２年間の優良工事等表彰受賞の有無（※１）
	都市整備部長受注者表彰の受賞
大阪港湾局優秀表彰（受注者）の受賞
	選　　択
	８

	
	
	
	事務所長等受注者表彰の受賞
大阪港湾局優良表彰（受注者）の受賞
	
	６

	
	優良な業務成績点
	都市整備部又は大阪港湾局（※５）発注業務のうち過去３年間の成績点（※２）
	①
	８０点以上が４件以上の場合
	
	８

	
	
	
	②
	７５点～７９点の業務１件以上と
８０点以上が３件の場合
	
	７

	
	
	
	③
	８０点以上が３件の場合
	
	６

	
	
	
	④
	７５点～７９点の業務１件以上と
８０点以上が２件の場合
	
	５

	
	
	
	⑤
	８０点以上が２件の場合
	
	４

	
	
	
	⑥
	７５点～７９点の業務１件以上と
８０点以上が１件の場合
	
	３

	
	
	
	⑦
	８０点以上が１件の場合
	
	２

	
	
	
	⑧
	７５点～７９点の業務１件以上の場合
	
	１

	
	
	
	７０点以上７５点未満、受注実績なし
	０

	
	業務成績点に係る減点
	都市整備部の発注業務のうち過去３年間の業務成績点（※２）
	７０点未満１件
	－３

	
	
	
	７０点未満２件以上
	－６

	
	常駐有資格者数
	大阪府と契約する営業所の常駐有資格者数
	建設部門の技術士【総合技術監理部門含】
５名～９名（公園設計は対象外）
	２

	
	
	
	建設部門の技術士【総合技術監理部門含】
１０名以上（公園設計は５名以上）
	４

	管理技術者の技術力
	優良表彰
受賞
	都市整備部又は大阪港湾局（※５）における過去２年間の優良工事等表彰受賞の有無（※１）
	都市整備部長配置技術者表彰の受賞
大阪港湾局優秀表彰（配置技術者）の受賞
	選　　択
	６

	
	
	
	事務所長等配置技術者表彰の受賞
大阪港湾局優良表彰（配置技術者）の受賞
	
	５

	
	同種業務の実績と成績点
	過去５年間に、都市整備部又は大阪港湾局（※５）発注の同種業務（管理技術者又は担当技術者として全期間従事したものに限る。）（※３）の実績があり、成績点が８０点以上の場合
	
	５

	
	
	過去５年間に、国、地方公共団体等（※４）発注の同種業務（管理技術者として全期間従事したものに限る。）（※３）の実績があり、成績点が７５点以上の場合
	
	４

	
	
	過去５年間に、国、地方公共団体等（※４）発注の同種業務（担当技術者として全期間従事したものに限る。）（※３）の実績があり、成績点が７５点以上の場合
	
	３

	
	業務成績点に係る減点
	過去５年間における都市整備部発注の同種業務（管理技術者又は担当技術者として全期間従事したものに限る。）（※３）の実績と成績点
	７０点未満の実績がある場合
	－３

	
	ＣＰＤへの
取組状況
	過去1年間におけるＣＰＤの取得（※６）
	50ポイント以上
	１

	
	若手技術者
の配置
	当該業務に配置する管理技術者の年齢
	配置する管理技術者が入札公告の時点で40歳以下である場合
	１

	企業の信頼性・社会性
	地域性
	本店の所在地
	大阪府内
	２

	
	
	資本金又は大阪府内営業所常駐社員数
	大阪府内本店の場合、資本金１千万円を超える
	１ 

	
	
	
	大阪府外本店の場合、大阪府内営業所常駐社員数５１名以上
	

	
	
	施設点検業務等への協力
	前年度以降の活動実績
	１

	
	大阪府施策に対する取組
	障がい者の雇用状況
	障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている
	１

	合計（最大）　　
	２５

	うち、技術点の合計点　
	２０


※１「優良建設工事等表彰受賞」は、年度内の全ての実績申告型の案件に申告できます。
　　ただし、「優良建設工事等表彰受賞」の評価項目を申告する場合は、「優良な業務成績点」は同時に申告できません。
※２「優良な業務成績点」は、年度内の全ての実績申告型の案件に申告できます。
「優良な業務成績点」及び「業務成績点に係る減点」は、過去３か年の実績により加点（減点）の判断をします。
※３　同種業務とは、入札参加資格として設定している業務をいいます。ただし、業務内容によっては別途定める場合があります。
※４　国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第１条第１項各号に規定する法人が発注した業務に限ります。
※５　大阪港湾局は、大阪港湾局（計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部）発注を対象とします。
※６　「（一社）建設コンサルタンツ協会」、「（公社）土木学会」、「（公社）日本技術士会」いずれかのＣＰＤ認定プログラムを対象とします。

○参加者は実績評価基準に基づき自己採点を行い、参加資格で示す評価基準点及び技術力評価基準点以上であれば、入札参加できます。
○開札後に落札候補者について、入札参加資格の確認と併せて実績申告資料に基づき参加資格で示す評価基準点及び技術力評価基準点以上であることを事後審査し、条件を満たしていれば落札者となります。

【基準点と評価点（申告点）の考え方（例）】
「全体の評価基準点11点以上。うち、技術力評価基準点９点以上」と公告で示されている場合
	　　　　　　項目
入札参加者
	全体の評価点
（申告点）
	技術力評価点
（申告点）
	入札参加の可否
	備考

	Ａ社
	11点
	９点
	○
	「全体の評価点」「技術力評価点」とも各基準点を上回っており参加可

	Ｂ社
	11点
	11点
	○
	「技術力評価点」だけで「全体の基準点」を上回っていても参加可

	Ｃ社
	11点
	８点
	×
	「技術力評価点」が「技術力基準点」を下回っているため参加不可

	Ｄ社
	10点
	９点
	×
	「全体の評価点」が「全体の基準点」を下回っているため参加不可

	Ｅ社
	８点
	６点
	×
	「全体の評価点」「技術力評価点」とも基準点を下回っており参加不可




【「同種業務の実績と成績点」の評価の考え方（例）】

	同種業務の実績と成績点
（過去5年間の元請として引渡しが完了した業務実績）
	点数

	
	管理技術者としての業務実績
	担当技術者としての業務実績

	都市整備部又は大阪港湾局（※５）発注の同種業務（全期間従事したものに限る。）（※３）の実績
	80点以上の場合
	５点
	５点

	
	75点～79点の場合
	４点
	3点

	
	70点～74点の場合
	0点
	0点

	都市整備部発注の同種業務（全期間従事したものに限る。）（※３）の実績と成績点
	70点未満の場合
	－3点
	－3点

	国、地方公共団体等（※４）発注の同種業務（全期間従事したものに限る。）（※３）の実績
	75点以上の場合
	４点
	３点

	
	7５点未満の場合
	0点
	0点


※３　同種業務とは、入札参加資格として設定している業務をいいます。ただし、業務内容によっては別途定める場合があります。
※４　国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第１条第１項各号に規定する法人が発注した業務に限ります。
※５　大阪港湾局は、大阪港湾局（計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部）発注を対象とします。


６．実績申告型による落札者の決定
（１）落札候補者となる者
入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札書を提出した者のうち、最低価格の入札者（実績申告書の提出の無い者は除きます。）を落札候補者とします。
なお、落札候補者が２者以上あるときは、入札書提出時に入力した「くじ入力番号」に従い、電子くじにより順位を決定し、その順位に従い事後審査を行います。

（２）落札者の決定
　落札候補者となり、事後審査により有効な入札書を提出したと認められた者を落札者とします。
　事後審査は、通常の事後審査と併せて落札候補者が作成した実績申告書の審査を行うものです。


７．その他留意事項
（１）業務成績点の減点について
（ア）70点未満の業務成績点の実績があるにもかかわらず申請をせず、落札決定以降に減点の実績が判明した場合は、業務成績点を５点減点します。
（イ）「配置技術者の実績」について、実績申告書により申告した場合は、業務期間の当初から配置しなければなりません。なお、業務期間の当初に配置した技術者の途中交代を行う場合は、同等以上の評価がなされる技術者を配置するものとします。ただし、「死亡」により途中交代を行う場合はこの限りではありません。「死亡」以外の理由により、同等以上の評価ができない者を配置する場合は、その交代日から次年度末まで、都市整備部発注の総合評価方式による公告案件において、配置技術者に係る加点申請を認めないものとし、併せて業務成績点を５点減点します。


用語の定義

実績評価基準：
「企業の技術力」、「管理技術者の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」の項目に対して大阪府が予め定める基準。入札参加者は、この基準に基づき自社の実績を申告します。

評価点（申告点）：
実績評価基準の項目の内、入札参加者が作成する実績申告書により申告する点数。

評価基準点：
業務案件毎に大阪府が定める点数で、入札参加者は、評価基準点以上の評価点（合計点）でなければ入札に参加できません。（なお、全体の評価基準点の内訳として、「技術力評価基準点」も併せて定めます。）













【参考】
	問い合わせ先
　　大阪府　都市整備部　事業調整室
技術管理課　契約管理グループ
　ＴＥＬ：０６－６９４４－６０３８（直通）


令和７年度　建設コンサルタント業務における条件付一般競争入札（実績申告型）の取組方針の改正点
実績評価基準の変更
・管理技術者の技術力に、ＣＰＤへの取組状況と若手技術者の配置を追加
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